
 

鹿児島県豚熱緊急防疫対策会議 

 

 

 

開催日時：令和８年４月 10 日（金） 

午後４時～  

開催場所：県庁６階 大会議室    

 

会 次 第 

 

１．開会 

 

２．獣医務技監あいさつ 

 

３．内容 

（１）宮崎県の豚飼養農場における豚熱の発生について 

（２）国内の豚熱発生状況及び野生イノシシの豚熱検査状況について 

（３）侵入防止対策について 

（４）その他 

 

４．閉会 

 





鹿児島県豚熱緊急防疫対策会議

令和８年４月10日
農政部家畜防疫対策課

（１）宮崎県の豚飼養農場における
豚熱の発生について
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宮崎県の豚飼養農場における豚熱の発生について

［農場概要］
所在地：宮崎県都城市
飼養状況：約5,500頭（うち子豚約3,000頭）

［確認の経過］
（１）４月８日 午後４時１０分、異常家畜の通報を受け立入検査を実施。
（２）４月８日 午後６時３０分、当該農場にて臨床検査を実施したところ、

下痢などの症状を確認。
（３）４月９日 午前７時、PCR検査により豚熱陽性を確認したため、国立

研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門
に検体送付を決定。

（４）４月10日 午前１１時、農林水産省による患畜の決定、
速やかに防疫措置を開始

宮崎県の豚飼養農場における豚熱の発生について

３km圏内鹿児島県 宮崎県

宮崎県都城市の豚飼養農場
飼養頭数 約５,５００頭

発生農場の
10km圏内

◆周辺地域における本県の豚飼養農場
計豚農場

頭数農場数頭数農場数
0 00 00-3km

15,222 215,222 23-10km
15,222 215,222 2計

-2-



宮崎県の豚飼養農場における豚熱の発生について

［宮崎県の対応］
（１）緊急的な措置として、①②の対応を実施

①当該農場の飼養豚、豚糞の持ち出しの禁止
②周辺農場の飼養状況の確認

（２）生産者に対する飼養衛生管理（防護柵の点検・消毒強化等）
の徹底・早期通報の指導強化

（３）ホームページ、県防災メール等を活用した情報発信の強化
（４）発生農場の防疫措置を開始（午前１１時開始）
（５）消毒ポイントを設置（１km地点：防疫措置完了まで）

［周辺３km・10km圏内の農場］
３・10km圏内の農場は下記のとおりだが、ワクチン接種区域のため

制限区域の設定は不要

飼養頭数農場数区域

28,425頭７戸～３km
81,361頭36戸３～10km
109,786頭43戸合計

本県の対応について

（１）県豚熱対策本部会議の開催(4月９日）

（２）宮崎県の発生農場から半径10kmに位置する２農場について、異状が

ないことを確認済み

（３）県内全ての養豚場や猟友会、関係機関・団体に対して、メールマガジン

やFAXにて発生情報を周知

（４）電話にて県内全ての養豚場において、飼養豚の異状の有無を確認す

るとともに、防護柵の再点検など飼養衛生管理基準の遵守徹底を指導

（５）県境２市１町（曽於市、霧島市、湧水町）の養豚場（７２農場）に、緊急

消毒の命令及び県から消毒薬の緊急配布を予定

（６）登山・キャンプ・サイクリング等のアウトドアレジャーを楽しむ皆様への

豚熱拡大防止の対策への協力を依頼
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（２）国内の豚熱発生状況及び
野生イノシシの豚熱検査状況について

豚熱の発生状況

R8.3.26時点

   ・青森県 10頭    ・埼玉県 190頭    ・岐阜県 1,734頭    ・和歌山県 166頭    ・高知県 61頭

   ・岩手県 258頭    ・東京都 29頭    ・静岡県 639頭    ・鳥取県 99頭    ・福岡県 46頭

 　・宮城県 336頭    ・神奈川県 128頭    ・愛知県 207頭    ・島根県 165頭    ・佐賀県 145頭

   ・秋田県 25頭    ・新潟県 110頭    ・三重県 1,459頭    ・岡山県 74頭    ・長崎県 46頭

   ・山形県 228頭    ・富山県 192頭    ・滋賀県 412頭    ・広島県 61頭    ・熊本県 1頭

   ・福島県 186頭    ・石川県 131頭    ・京都府 133頭    ・山口県 97頭    ・宮崎県 95頭

   ・茨城県 472頭    ・福井県 254頭    ・大阪府 29頭    ・徳島県 55頭 　 ・鹿児島県 12頭

   ・栃木県 213頭    ・山梨県 99頭    ・兵庫県 214頭    ・香川県 57頭

   ・群馬県 452頭    ・長野県 359頭    ・奈良県 66頭    ・愛媛県 36頭

9,781頭（43都府県）

野生いのししの豚熱陽性事例

・岐阜県 22例 ・神奈川県 1例

・愛知県 18例 ・滋賀県 1例

・三重県 3例 ・宮城県 2例

・福井県 2例 ・茨城県 3例

・長野県 2例 ・東京都 1例

・埼玉県 5例 ・兵庫県 1例

・山梨県 3例 ・佐賀県 2例

・沖縄県 7例 ・岩手県 1例

・群馬県 15例 ・新潟県 1例

・山形県 1例 ・愛媛県 1例

・和歌山県 1例 ・千葉県 1例

・奈良県 1例 ・静岡県 1例

・栃木県 6例 ・宮崎県 1例

　  　殺処分頭数：約44.5万頭

防疫措置対象：182農場，６と畜場

計103事例（26都県）

R8.4.10 時点

発生事例
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和歌山県初
発

（62例目）

栃木県初発
（66例目）

東京都初発
（85例目）

兵庫県初発
（87例目）

滋賀県初発
（72例目）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

○2018年９月の岐阜県での発生以降，2６都県で計１０３事例発生。これまでに約４4万頭を殺処分。
○2019年９月にワクチン接種を決定，10月に防疫指針を改訂，ワクチン接種開始。
○2020年９月３日にWOAH（国際獣疫事務局）が認定する豚熱の清浄国ステータスを消失。
○群馬県，山形県，三重県，和歌山県，奈良県，栃木県，山梨県，神奈川県，滋賀県，茨城県，兵庫県，岩手県，

新潟県，愛媛県，千葉県，静岡県といったワクチン接種県においても発生。

ワクチン接種
開始(10月)

ワクチン接種
地域拡大(12月)

清浄国
ステータス消失

（9/3）
九州ワクチン
接種(9月)

千葉県初発
（97例目）

宮崎県

（103例目）

岐阜県で
初発生

愛知県
初発

(8例目)

三重県(32例目)
福井県(34例目)

初発

埼玉県(41例目)
長野県(42例目)

初発

山梨県
初発

(49例目)

沖縄県
初発

(52例目)

群馬県
初発

(59例目)

和歌山県
初発

(62例目)

山形県
初発

(60例目)

ワクチン接種により発生速度減

栃木県
初発

(66例目)

茨城県
初発

(78例目)

神奈川県
初発

(69例目)

滋賀県
初発

(72例目)

宮城県
初発

(75例目)

奈良県
初発

(63例目)

東京都
初発

(85例目)

兵庫県
初発

(87例目)

佐賀県
初発

(88,89例目)

岩手県
初発

(92例目)

新潟県
初発

（93例目）

愛媛県
初発

（94例目）

千葉県初
発

（97例目

4４
万頭

豚熱発生の経過

2025

県内及び九州の野生イノシシにおける豚熱確認状況
○ 平成30年９月に岐阜県において26年ぶりに発生して以降，国内において北海道を
除く46都府県の野生イノシシ174,466頭について豚熱の検査が実施されており，
このうち，43都府県の9,781頭で豚熱が検出されている（令和８年３月25日現在）。

○ 本県では、令和7年11月以降、野生イノシシ14頭で陽性が確認されている。

令和7年4月以降の本県における確認状況

3月31日時点
【県内の感染状況】 合計１４例
霧島市（計11例），曽於市（計３例）
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（３）侵入防止対策について

Ⅰ家畜防疫に関する
基本的事項

・衛生管理区域の設定
⇒病原体の侵入とまん延の防止を重点的

に実施

・飼養衛生管理マニュアルの作成
⇒関係者全員の取組水準を確保

・獣医師等の健康管理指導
⇒適切・効果的・効率的な取組

・埋却地等の準備

Ⅲ衛生管理区域内に
おける汚染拡大防止

・畜舎立入時の手指消毒、長靴の履き替え，

着替え
⇒病原体の持込み防止

・施設、器具、機材の洗浄・消毒
⇒器具等による病原体の持込み防止・低減

・区域内の整理整頓、ねずみ駆除
⇒野生動物による畜舎内への病原体持込み

防止

Ⅱ衛生管理区域への
病原体の侵入防止

・衛生管理区域専用の衣服、靴
⇒伝播経路の遮断、交差防止

・区域立入時の手指・車両の消毒
⇒病原体の低減

・野生動物の侵入防止
⇒野生動物による区域内への病原体持込み

防止

Ⅳ衛生管理区域外への
病原体の拡散防止

・区域外出時の手指・車両の消毒
⇒伝播経路の遮断、交差防止

・家畜の健康観察（出荷、移動等）
⇒病原体の拡散防止

・特定症状発見時の早期通報
⇒病原体の増殖防止

①飼養衛生管理基準の内容（抜粋）
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①飼養衛生管理基準（農場における発生予防対策のポイント）

疫学調査時の写真一例（発生農場）

１．衛生管理区域への野生動物の侵入防止（基準23）

２．畜舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並びに使用
（基準26）

３．畜舎外での病原体による汚染防止（基準28）

４．野生動物の侵入防止のためのネット等の設置
（基準29）

５．ねずみ及び害虫の駆除（基準31）
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項目23 野生動物の侵入防止

障害物により柵が設置ない箇所があるため隙間あり。

柵の隙間

ワイヤーメッシュ柵が草に覆われている。

項目26 畜舎ごとの専用の衣服と靴

発生豚舎外観：靴底消毒は実施していたが、
長靴及び作業着の交換の実施なし。

豚舎入口。消毒槽、豚舎専用長靴なし

他県での発生事例

項目28 畜舎外での病原体による汚染防止

飼養衛生管理区域間の公道。畜舎からの豚移
動時に未消毒で歩行。

豚舎間の通路。移動時に未消毒で歩行。

子豚移動用の台車。
使用時に未消毒。

項目29 野生動物の侵入防止のネット設置

離乳豚の飼育箱。天井，壁，ネット等は未設置

ユニットタイプの飼育箱。天井はあるが
周囲に壁面、ネット等は未設置

項目31 ねずみ及び害虫の駆除（畜舎屋根・壁の修繕）

豚舎壁面の破損

他県での発生事例
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９か月齢～（繁殖供与）７～８か月齢０～６か月齢

繁
殖
豚

――
肥
育
豚

〇 豚熱ワクチンは用法用量及びその参考事項に従い使用
１）子豚：母豚からの移行抗体を考慮し、１～２か月齢時に初回の注射を行う
２）繁殖候補豚：初回注射から６か月後に補強注射を行う
３）繁殖豚：補強注射後１年ごとに注射する

〇 肥育豚（肉用豚）は約６か月齢で出荷 ⇒ 基本的に１回接種
〇 繁殖豚（母豚）の平均供与期間は３年 ⇒ 供与期間によるが２回以上接種

出産

１～２か月齢

６か月齢
出荷

補強
注射

７～８か月齢

補強
注射

１年ごと

初回
注射

同一個体への接種は原則，最大４回（推奨）

②予防的ワクチンの接種

現在，繁殖豚については
初回注射から６か月後の補強注射を実施

6か月間

㋑ワクチン
接種

月齢

㋑ワクチン
接種

免
疫

発症

防御

非防御

母乳を通じた
母豚からの
移行抗体

0

ワクチン抗体

免疫

○ワクチン接種をしても、①全ての豚が免疫を獲得できるわけではないこと、②全ての子豚に適切な時期にワクチン
接種をすることは困難であることから、ワクチン接種農場においても免疫を獲得していない豚が存在。また、免疫
を獲得していても、必ずしも感染を防ぐものではない。

○ワクチン接種農場においても、未だに豚熱発生が継続していることから、豚熱ウイルスの農場侵入防止のための飼
養衛生管理の徹底及び豚に異状がみられた場合の早期通報が必要不可欠。

○ワクチン接種時期は、十分な免疫付与率が得られることや感染リスクが高いとされる離乳後の時期までに接種
を終えること等を考慮し、接種時期を検討することが望ましい。

免疫

月齢

免
疫

発症
防御

非防御

0

【免疫付与率は80％目標】
■ワクチン接種をしても全ての
豚が免疫を獲得できるわけで
はない。

【子豚】
■全ての子豚に適切な時期に
ワクチン接種をすることは困難。

㋐ワクチンウイルスが排除され、
ワクチンの効果が出ない

ｳｲ
ﾙｽ

1 21 2

ｳｲ
ﾙｽ

発症

㋒個体によっては、ウイルスに
対して防御されていない状態

各農場にウイルスを入れさせ
ないための飼養衛生管理の
徹底が何よりも重要！！

９

②豚熱ワクチン接種農場における飼養衛生管理の重要性
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野生イノシシへの経口ワクチンの散布体制

○ 平成31年３月，岐阜県及び愛知県において，経口ワクチン散布を開始。
〇 九州地域では、令和６年６月の佐賀県、令和７年２月の長崎県、４月の宮崎県、８月の福岡県における野生イノシシ

での豚熱感染確認を受け、経口ワクチンの散布を開始。
〇 隣接県での感染状況を踏まえて、令和７年９月、大分県及び鹿児島県、12月熊本県において経口ワクチン散布を開

始。
○ これまでに、北海道、千葉県、大分県及び沖縄県を除く43都府県において野生イノシシでの豚熱陽性事例が確認さ

れている。

宮崎

飼養豚ワクチン接種県【46都府県】：北海道以外全て

令和８年４月10日時点

③関係機関の協力

養豚関係者だけでなく，
登山客，観光客，猟友会等の

様々な人の協力が必要

１ 山林に立ち入った際には，靴
の泥は山で落としましょう

２ イノシシを誘引しないように，
飲食物は持ち帰って捨てましょ
う

３ 家畜がいる施設に近寄らな
いようにしましょう

４ いのししの死体を見つけたら，
管轄の自治体へ連絡しましょう
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③関係機関の協力

外国人観光客向けに日本語だけでなく，
多言語でのリーフレットを作成しています

１ 日本への肉製品持込禁止
ポイ捨て禁止

２ 靴の土を落としてから外出し
ましょう

３ 家畜がいる施設に近寄らな
いようにしましょう

４ 野生動物や罠・柵がある場
所に近寄らない

５ 消毒が必要な場所では指示
に従いましょう

③関係機関の協力

イノシシの検査に協力いただいている
狩猟者の方向けにもリーフレットを作成

感染を広げないために
１ 狩猟後は，洗浄・消毒を

２ イノシシの解体時には使い捨ての
ゴム手袋や洗浄・消毒ができるものを
着用しましょう

３ 解体後の内臓は持ち帰り，衛生的
に廃棄しましょう

洗浄・消毒は
・靴の裏，タイヤ回り，器具など

・洗浄の後に消毒しましょう
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農林水産省からの通知について

１ 農場での対策について
① 野生動物の侵入防護対策に不備があった

場合に改善
② 家畜の飼養管理者以外の人や、関係のな

い車両等の出入りの制限
③ 農場に出入りする必要がある者は、衣服

や長靴の交換、消毒、車両や物品を消毒

２ 豚熱ワクチン接種のみで感染を防止するこ
とが困難と認識し、飼養衛生管理を徹底す
ること

３ 日頃から飼養する豚の健康状態を把握し、
豚熱を疑う症状のほか、通常と異なる死亡
の増加がある場合には、速やかに通報

４ 万が一の発生に備えて、埋却地等を確保

（４）その他
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以下、ボツ

-13-



-14-


